
日野町農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項 

 

１ 趣旨 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）第１９条の規定

に基づき、日野町農業委員会が委嘱する日野町農業委員会の農地利用最適化推進委員（以下「推

進委員」という。）の推薦及び募集を行います。 

 

２ 推進委員の職務内容 

農業委員と連携し、担当する区域における農地等の利用の最適化の推進に係る活動等（担い手

への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等）として、以下のよう

な活動を行います。 

(1) 地域計画や担い手の確保等、地域における話し合いの場づくり及び推進活動 

(2) 農地の出し手や受け手の掘り起しやあっせん等利用調整、担い手への農地集積活動 

(3) 農地中間管理機構の活用促進 

(4) 遊休農地の発生防止・解消に向けた調査や解消活動 

(5) 農地のあっせんや利用調整を通じた新規就農等への支援活動 

(6) その他必要に応じて農業委員会総会等への出席 など 

 

３ 募集人数及び募集区域（担当区域） 

２０人（下表のとおり区域ごとに募集人数を定める。） 

区域 定数 

日野区域 ３人 

東桜谷区域 ３人 

西桜谷区域 ２人 

西大路区域 ３人 

鎌掛区域 １人 

南比都佐区域 ２人 

必佐区域 ６人 

   

４ 任期 

  日野町農業委員会が委嘱した日（令和８年７月２０日以降）から令和１１年７月１９日まで 

 

５ 身分 

  日野町の特別職の非常勤職員 

  （地方公務員法第３条第３項第２号および農業委員会等に関する法律第１８条第１項に基づく） 

 

６ 委員報酬 

  月額 １８，０００円 

 



７ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、担当する区域において、その職務を適切に

行うことができる者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。 

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者。 

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで 

の者。 

(3) 一般職の地方公務員である者（会計年度任用職員であって、農業委員の職務を行うことにつ

いて任命権者による許可を受けた者を除く） 

(4) 日野町に住所を有していない者 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者 

 

８ 推薦及び応募に係る手続き等 

  規定の様式に必要事項を記入の上、(2)の添付書類を添えて、郵送又は持参により日野町農業

委員会事務局まで提出してください。 

  なお、推薦及び応募に係る書類は返却いたしませんのでご了承ください。 

  農業者が推薦する場合は、２人以上の推薦者が必要です。 

(1) 推薦及び応募様式 

① 農業者が推薦する場合 別記様式第 1号 

② 農業者が組織する団体から推薦する場合 別記様式第２号 

③ 応募する場合  別記様式第３号 

 (2) 添付書類 

   推薦を受けた者又は応募者の本籍地記載のある住民票（交付後３ヶ月以内のもの） 

 (3) 様式の入手方法 

  次の窓口に備えるほか、日野町ホームページからダウンロードできます。 

＜日野町ホームページの URL＞ 

https://www.town.shiga-hino.lg.jp/ 

窓  口 所 在 地 電話番号 

日野町農林課 
〒529-1698 

日野町河原一丁目 1番地 
0748-52-6563 

日野町農業委員会事務局 
〒529-1698 

日野町河原一丁目 1番地 
0748-52-6563 

(4) 注意事項 

日野町農地利用最適化推進委員と日野町農業委員の両方に推薦・応募することはできます

が、両委員を兼ねることはできません。 

 

９ 受付期間 

  令和８年２月１６日（月）から令和８年３月２３日（月）まで（期限内必着） 

  持参される場合は、開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に提出してください。 

  書類の提出期間は、延長する場合があります。この場合、受付期間最終日以降に日野町のホー



ムページ等により公表します。 

1０ 審査方法 

(1) 提出された書類をもとに、日野町農地利用最適化推進委員候補者審査委員会により審査をし

ます。（必要に応じて面接等を行う場合があります。） 

(2) 審査結果については、７月に推薦者及び応募者に通知します。 

(3) 委嘱した推進委員を掲示板、日野町広報紙、日野町ホームページ、日野町農業委員会広報紙、

等により公表します。 

 

１１ 募集等の状況の公表 

受付期間の中間及び終了後に、日野町ホームページで、推薦及び応募された方について、

以下の内容を公表します。 

(1) 推薦又は応募する区域 

(2) 推薦を受けた者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

(3) 推薦者（個人）については、氏名、職業、年齢及び性別 

(4) 推薦者（法人又は団体）については、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数及 

び構成員の資格・要件 

(5) 推薦又は応募の理由 

(6) 推薦を受けた者の数 

(7) 応募者の数  

 

１２ 推薦及び応募に係る書類の提出先及び問合せ先 

   〒５２９－１６９８ 

   日野町河原一丁目 1番地 

   日野町農業委員会事務局（日野町役場庁舎２階農林課内） 

   電話 ０７４８－５２－６５６３ 

 

 

 

 

 

 


